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議
題
に
な
っ
て
い
る
議
案
等
に
対
し
賛

成
・
反
対
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

○ 

承
認
第
１
号　

専
決
処
分
事
項
の
承

認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

反
対
討
論

　

副
市
長
の
給
与
月
額
の
特
例
に
関
す

る
条
例
の
制
定
で
、
不
祥
事
に
伴
い
、

監
督
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
と
し

て
お
り
ま
す
が
、
か
す
み
が
う
ら
市
職

員
の
懲
戒
処
分
の
基
準
等
に
関
す
る
規

程
第
３
条
に
、
適
正
に
判
断
す
る
と
規

定
さ
れ
て
お
り
、
ど
れ
に
該
当
す
る
の

か
、
処
分
を
す
る
以
上
明
確
に
す
る
必

要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
本
人
の
申
出

で
特
例
措
置
、
専
決
処
分
は
な
じ
ま
な

い
内
容
で
あ
り
、
議
会
の
審
議
、
承
認

を
受
け
た
上
で
措
置
す
べ
き
も
の
と
考

え
ま
す
。

　

規
定
に
基
づ
い
て
管
理
責
任
、
本
人

の
責
任
を
明
確
に
し
、
公
正
な
措
置
を

行
う
こ
と
を
求
め
て
反
対
と
し
ま
す
。

賛
成
討
論

　

副
市
長
の
給
与
等
を
３
箇
月
間
減
額

す
る
と
い
う
特
例
条
例
の
制
定
で
あ
り

ま
す
。
副
市
長
が
自
ら
の
給
与
等
を
減

額
し
、
身
を
以
っ
て
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
再
び
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
と
職

員
に
示
し
、
戒
め
て
い
る
こ
と
に
意
義

を
感
じ
ま
す
。
専
決
処
分
の
あ
り
方
や

時
期
に
関
し
、
ご
意
見
は
あ
る
か
と
も

思
い
ま
す
が
、
職
員
意
識
を
改
善
し
よ

う
と
す
る
姿
勢
を
評
価
し
、
承
認
す
べ

き
も
の
と
考
え
ま
す
。

○ 

承
認
第
２
号　

専
決
処
分
事
項
の
承

認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

反
対
討
論

　

か
す
み
が
う
ら
市
税
条
例
の
一
部
改

正
で
す
が
、
３
点
に
つ
い
て
問
題
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
反
対
を
い
た
し

ま
す
。

　

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
税
金
等
が

拡
大
さ
れ
重
大
な
問
題
で
す
。
65
歳
以

上
の
介
護
保
険
料
に
加
え
、
４
月
か
ら

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
者
、
さ

ら
に
65
歳
か
ら
74
歳
の
世
帯
主
が
支
払

う
国
民
健
康
保
険
税
、
今
回
の
条
例
改

正
で
市
民
税
も
天
引
き
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

出
身
地
な
ど
へ
の
住
民
税
納
付
を
可

能
に
す
る
ふ
る
さ
と
納
税
で
す
が
、
今

必
要
な
の
は
、
地
方
間
の
財
政
格
差
是

正
と
い
う
地
方
交
付
税
の
本
来
の
機
能

を
回
復
さ
せ
て
、
充
実
さ
せ
て
い
く
こ

と
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

証
券
優
遇
税
制
が
一
部
継
続
さ
れ
る

こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
所
得
課
税
を
ゆ

が
め
る
金
持
ち
優
遇
税
制
は
廃
止
す
べ

き
と
考
え
ま
す
。

賛
成
討
論

　

ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い
て
は
、
都
会

に
転
出
し
た
者
が
、
自
分
の
生
ま
れ

育
っ
た
ふ
る
さ
と
に
貢
献
し
た
い
、
自

分
と
関
わ
り
の
深
い
地
域
を
応
援
し
た

い
と
い
う
趣
旨
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

り
ま
す
。
こ
の
条
例
が
、
貢
献
や
応

援
し
た
い
納
税
者
の
想
い
を
、
寄
付

金
納
税
控
除
と
し
て
、
市
民
税
に
お

い
て
支
援
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

ま
す
。

　

ま
た
、
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

は
、
市
役
所
や
金
融
機
関
に
出
向
く
な

ど
し
て
納
税
さ
れ
て
い
た
住
民
税
を
、

年
金
か
ら
納
税
す
る
こ
と
で
、
高
齢
で

あ
る
年
金
受
給
者
が
便
利
に
な
る
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

所
得
税
か
ら
住
民
税
へ
の
税
源
移
譲

に
よ
り
、
住
民
税
の
確
保
向
上
を
図
る

上
で
は
、
特
別
徴
収
制
度
を
公
的
年
金

だ
け
で
は
な
く
、
活
用
の
幅
を
検
証
す

べ
き
と
考
え
、
賛
成
と
い
た
し
ま
す
。

○ 

議
案
第
35
号　

平
成
20
年
度
か
す
み

が
う
ら
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）

反
対
討
論

　

再
編
交
付
金
に
つ
い
て
、
米
軍
再
編

に
反
対
す
る
立
場
で
す
が
、
一
方
で
の

住
民
被
害
を
緩
和
す
る
施
策
と
し
て
の

交
付
金
の
受
け
入
れ
は
必
要
と
考
え
ま

す
。
し
か
し
、
交
付
金
で
解
決
す
る
問

題
で
は
な
く
、
自
衛
隊
が
米
軍
と
一
緒

に
な
り
海
外
で
戦
争
す
る
方
向
を
目
指

し
て
い
る
こ
と
、
自
衛
隊
の
海
外
派
兵

恒
久
法
に
繋
が
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

統
合
保
育
所
整
備
事
業
に
か
か
わ
る

民
間
保
育
所
施
設
整
備
費
補
助
金
を
上

乗
せ
・
補
正
す
る
件
に
つ
い
て
反
対
し

ま
す
。

　

保
育
所
民
営
化
は
、
国
の
構
造
改
革

路
線
そ
の
も
の
で
あ
り
、
財
政
負
担
か

ら
の
発
想
で
場
当
た
り
的
な
対
応
に
終

始
し
て
お
り
ま
す
。
行
政
側
の
一
方
的

な
報
告
の
み
で
あ
り
、
市
民
、
利
用
者

に
民
営
化
に
関
す
る
情
報
を
的
確
に
提

供
し
た
上
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
を
行

う
べ
き
だ
っ
た
と
考
え
ま
す
。
内
容
が

極
め
て
不
透
明
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

民
営
化
に
つ
い
て
は
議
会
の
議
決
が
必

要
、
い
わ
ゆ
る
基
本
構
想
の
変
更
議
決

が
必
要
と
主
張
し
ま
す
。

賛
成
討
論

　

本
案
は
、
米
軍
の
訓
練
移
転
に
伴
う

再
編
交
付
金
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
整
備
事
業
補
助
金
、
霞
ヶ
浦
地

第
２
回
定
例
会
討
論
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区
に
お
け
る
統
合
保
育
所
整
備
事
業
補

助
金
な
ど
市
民
ニ
ー
ズ
や
地
域
の
要
請

に
応
え
る
べ
く
予
算
措
置
の
内
容
で
あ

る
と
判
断
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
ま

た
、
県
費
補
助
に
よ
る
農
業
振
興
費
の

ほ
か
、
学
校
施
設
等
に
お
け
る
ア
ス
ベ

ス
ト
調
査
の
計
上
や
、
早
期
対
応
が
必

要
と
さ
れ
る
経
費
の
予
算
措
置
と
考
え

る
も
の
で
す
。
交
付
金
の
増
額
は
、
市

長
及
び
担
当
の
努
力
の
賜
物
と
存
じ
ま

す
。
こ
の
恩
恵
を
当
市
の
少
子
高
齢
化

状
況
を
鑑
み
れ
ば
、
バ
ス
に
よ
る
事
業

拡
張
は
妥
当
の
策
の
ひ
と
つ
の
も
の
と

期
す
る
も
の
で
す
。

○ 

議
案
第
38
号　

か
す
み
が
う
ら
市
国

民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

反
対
討
論

　

年
齢
で
差
別
す
る
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
は
、
直
ち
に
中
止
・
撤
廃
し
か

な
い
と
考
え
ま
す
。
今
回
、
限
度
額

が
医
療
分
47
万
円
、
後
期
高
齢
者
支
援

分
12
万
円
で
、
併
せ
て
59
万
円
と
な
り

３
万
円
の
値
上
げ
と
な
り
ま
す
。
国

は
、
年
々
限
度
額
の
大
幅
値
上
げ
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
高
額
所
得
と
見
ら

れ
る
方
々
も
生
活
実
態
は
厳
し
い
状
況

に
あ
り
、
負
担
増
と
な
る
の
が
実
情
で

す
。
値
上
げ
に
は
反
対
の
立
場
で
す
。

賛
成
討
論

　

４
月
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
対
し
、
支
援
金
を
負
担

す
る
こ
と
と
な
り
、
新
た
に
課
税
項
目

と
し
て
後
期
高
齢
者
支
援
金
が
設
け
ら

れ
、
課
税
限
度
額
も
定
め
ら
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
世
帯
と
し
て
急
激
な
負
担

増
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、
基
礎
課
税
に

係
る
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
56
万
円
か

ら
47
万
円
に
減
額
さ
れ
て
お
り
、
全
体

と
し
て
３
万
円
ア
ッ
プ
に
抑
え
ら
れ
て

お
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
当
市
の
限
度

額
も
政
令
で
定
め
ら
れ
た
額
と
す
る
こ

と
で
、
各
所
得
階
層
の
理
解
を
得
ら
れ

る
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

制
度
運
用
を
図
る
た
め
の
条
例
改
正

で
あ
り
、
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
判
断

し
、
賛
成
す
る
も
の
で
す
。

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

【付託案件】
・副市長の給料月額の特例に関する条例について
・かすみがうら市税条例の一部を改正する条例について
・平成20年度かすみがうら市一般会計補正予算
・かすみがうら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及
び費用弁償に関する条例の一部改正について

【審査内容】
Ｑ：ふるさと納税制度利用の具体的な手続き方法、ま

た、寄付した場合の税制措置はどのようになる
のか。歳入を増やす努力をするという観点から
も、受け入れ態勢を速やかに整備する必要があ
ると考える。

Ａ：寄付していただいた際には、領収書を発行しま
す。税控除については、申告時において税額控
除することになります。

Ｑ：コミュニティセンター整備事業補助金について、
修繕に対しても交付されるのか伺う。

Ａ：かすみがうら市米軍等の再編に係る補助金交付要
綱第３条、コミュニティセンター整備事業につ
いては、施設の機能を大幅に変える、防音設備
を新たに施工するというような大規模な改修事
業に該当するものです。

Ｑ：補助金は、原則として事業の完了後に交付される
と考えるが、大規模改修実施の場合、地元地区
において多額の資金準備が必要となるが、その
対応は。

Ａ：交付決定した事業に対して、７割を概算払いでき
ます。集落の持ち出し分について多少は猶予さ
れるのではないかと思います。

▲今年度改築される上根公民館

総務委員会



委員会付託案件の審査
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【付託案件】
・平成20年度かすみがうら市一般会計補正予算
・かすみがうら市国民健康保険税条例の一部改正につ
いて
・かすみがうら市地域福祉センター建設審議会条例の
廃止について

【審査内容】
Ｑ：民間の保育所施設整備費について、保育所の設
置は２箇所、バス３台で500万円の補助とは。
また、補助の根拠は。

Ａ：南中学区内で設置する保育所の定員規模が150
名、北中学内の定員規模が100名で、100名を基
準にして、バス１台を目安にしています。南中
学区について100名を超えますので２台必要とい
う判断で、３台見込んでいます。全体の事業費
を１台当り500万円として３台で1,500万円、３分
の１補助で500万円になります。

　　国の次世代育成支援対策施設整備交付金の補助
の算出方法は、定額の補助になり、国の補助金
の２分の１に相当する金額を、市が国の補助金
と合わせて事業者に交付することになります。

Ｑ：ＴＴの非常勤講師の報酬は。
Ａ：１人当たり時給1,750円、年間1,015時間というこ
とで、事業の上限が決められています。１日６
時間から７時間程度で、予算の範囲でお願いし
ています。

Ｑ：理科支援員の賃金56万円ですが、どういう方
ですか。

Ａ：教員の資格を持っている方で、現在は在家庭の
方を予定しております。

▲佐賀小TT授業風景

【付託案件】
・平成20年度かすみがうら市一般会計補正予算
・下稲吉地内市道路線の認定について　２件
・上佐谷小学校存続並びに市街化調整区域内における
都市計画の見直し請願について

【審査内容】
Ｑ：農業振興費のいばらき農業元気アップチャレン
ジ事業費補助金の内容は。

Ａ：静電ノズルがついたカート式農薬散布機械７台
購入の補助金で、JA茨城千代田きゅうりのハ
ウス部会に交付するものです。県単補助になる
ので、申請には県と協議が必要です。

Ｑ：開発行為による市道路線の認定であるが、路盤
構成等、上下水道についての検査関係について
伺う。

Ａ：まず県が実施いたしますが、道路に関しては道
路管理課においても、下層路盤検査、上層路盤
検査、コア検査等を実施しております。

　　下水道についても、規定に従った指導の中で工
事を行い実地検査をしております。

Ｑ：都市計画区域と無指定区域の関係について伺う。
Ａ：都市計画区域内において、線引きしているとこ
ろは、市街化区域と調整区域に分かれています
が、区域内であっても用途区域の指定をしてい
ないところを一般に無指定区域と呼んでいます。

▲下稲吉地内市道認定道路

文教厚生委員会産業建設委員会


